
JP 6717351 B2 2020.7.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子を含む発光体と、
　外部に光を放射する発光面となる第一主面と、前記第一主面の反対側の面であって凹部
を備える第二主面とを有し、前記凹部が、(i) 実質的な平坦な面からなり、前記凹部の開
口部の大きさよりも小さい底面と、(ii)前記底面側に設けられ、前記凹部の外側に向かっ
て凸の湾曲面または前記開口部に向かって傾斜した平面を少なくとも有する側面とを含む
、透光性の導光板と
を準備する工程と、
　前記発光体を、接合部材を介して前記凹部の底面に固着する工程と、
　前記発光素子の電極に配線を形成する工程と、
を含む、発光モジュールの製造方法。
【請求項２】
　前記側面は、垂直な面を含む、請求項１に記載の発光モジュールの製造方法。
【請求項３】
　前記発光体が、発光素子と、前記発光素子の主発光面を覆う透光性部材を有し、
　前記発光素子の主発光面を前記導光板の第二主面と同一平面に配置して、前記発光体を
前記導光板に固着する、請求項１又は２に記載の発光モジュールの製造方法。
【請求項４】
　前記凹部の開口部の内形を、前記透光性部材の外形よりも大きくし、
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　前記凹部に前記透光性部材を配置してできる、前記凹部の内周と前記透光性部材の外周
との間にできる隙間に接合部材を充填させる、請求項３記載の発光モジュールの製造方法
。
【請求項５】
　前記透光性部材は、波長変換部材を含む、請求項３又は４に記載発光モジュールの製造
方法。
【請求項６】
　接合部材が、波長変換部材を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の発光モジュー
ルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光モジュールの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード等の発光素子を用いた発光装置は、液晶ディスプレイのバックライトや
ディスプレイ等の各種の光源として広く利用されている。
　例えば、特許文献１に開示される光源装置は、実装基板に実装される複数の発光素子と
、複数の発光素子のそれぞれを封止する半球状のレンズ部材とその上に配置された発光素
子からの光が入射される拡散部材を備える。
　さらに、特許文献２に開示される発光装置は、封止樹脂層と蛍光体層を一体化した２層
シートを発光素子の上面に固着して、その側面を反射樹脂で覆っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－３２３７３号公報
【特許文献２】特開２０１６－１１５７０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のような光源装置では、実装基板と拡散板との間の距離をレ
ンズ部材の厚みよりも大きくする必要があり、十分な薄型化が達成できない可能性がある
。また、特許文献２の発光装置では、複数の発光素子からの光を均一に分散して照射でき
ず、輝度ムラの少ない発光特性が要求される用途に使用できない。
【０００５】
　本発明は、輝度ムラの少ない発光特性を実現可能な発光モジュールの製造方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の目的を達成するために、本発明に係る発光モジュールの製造方法は、発光素子を
含む発光体と、外部に光を放射する発光面となる第一主面と、第一主面の反対側の面であ
って凹部を備える第二主面とを有し、断面視において、凹部が、凹部の開口部の大きさよ
りも小さい底面と、側面とを含む、透光性の導光板とを準備する工程と、発光体を、接合
部材を介して凹部の底面に固着する工程と、発光素子の電極に配線を形成する工程と、を
含む、発光モジュールの製造方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る発光モジュールの製造方法によれば、輝度ムラの少ない発光モジュールを
実現できる。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】実施形態にかかる液晶ディスプレイ装置の各構成を示す構成図である。
【図２】一実施形態にかかる発光モジュールの模式平面図である。
【図３】一実施形態にかかる発光モジュールの一部拡大模式断面図であって、導光板を下
にして上下を反転した図である。
【図４】他の実施形態にかかる発光モジュールの模式底面図である。
【図５】凹部の変形例を示す模式断面図である。
【図６】凹部の変形例を示す模式断面図である。
【図７】凹部の変形例を示す模式断面図である。
【図８】他の実施形態にかかる発光モジュールの拡大模式断面図である。
【図９】他の実施形態にかかる発光モジュールの拡大模式断面図である。
【図１０】発光ユニットの製造工程の一例を示す拡大模式断面図である。
【図１１】発光ユニットの製造工程の一例を示す拡大模式断面図である。
【図１２】発光モジュールの製造工程の一例を示す拡大模式断面図である。
【図１３】発光モジュールの製造工程の一例を示す拡大模式断面図である。
【図１４】発光モジュールの製造工程の一例を示す拡大模式断面図である。
【図１５】マスクの変形例を示す模式断面図である。
【図１６】他の実施形態にかかる発光体の製造工程の一例を示す拡大模式断面図である。
【図１７】他の実施形態にかかる発光体の製造工程の一例を示す拡大模式断面図である。
【図１８】他の実施形態にかかる発光体の製造工程の一例を示す拡大模式断面図である。
【図１９】他の実施形態にかかる発光モジュールの拡大模式断面図である。
【図２０】図３に示す発光モジュールに回路基板を接続する一例を示す拡大模式断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面に基づいて本発明を詳細に説明する。なお、以下の説明では、必要に応じて
特定の方向や位置を示す用語（例えば、「上」、「下」、及びそれらの用語を含む別の用
語）を用いるが、それらの用語の使用は図面を参照した発明の理解を容易にするためであ
って、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が制限されるものではない。また
、複数の図面に表れる同一符号の部分は同一もしくは同等の部分又は部材を示す。
【００１０】
　さらに、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するための発光モジュール
を例示するものであって、本発明を以下に限定するものではない。また、以下に記載され
ている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、特定的な記載がない限り、本
発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、例示することを意図したものである。ま
た、一の実施の形態、実施例において説明する内容は、他の実施の形態、実施例にも適用
可能である。また、図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため、誇
張していることがある。
【００１１】
（液晶ディスプレイ装置１０００）
　図１は、発光モジュールを備える液晶ディスプレイ装置１０００の各構成を示す構成図
を示す。この液晶ディスプレイ装置１０００は、上側から順に、液晶パネル１２０と、２
枚のレンズシート１１０ａ、１１０ｂ、拡散シート１１０ｃと、発光モジュール１００と
を備える。図１に示す液晶ディスプレイ装置１０００は、液晶パネル１２０の下方に発光
モジュール１００を積層する、いわゆる直下型の液晶ディスプレイ装置である。液晶ディ
スプレイ装置１０００は、発光モジュール１００から照射される光を、液晶パネル１２０
に照射する。なお、上述の構成部材以外に、さらに偏光フィルムやカラーフィルタ等の部
材を備えてもよい。
【００１２】
（発光モジュール１００）



(4) JP 6717351 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

　本実施形態の発光モジュール１００の構成を図２と図３に示す。本実施形態の発光モジ
ュール１００は白色の面発光である。図２は、本実施形態にかかる発光モジュールの模式
平面図である。図３は、本実施形態にかかる発光モジュールを示す一部拡大模式断面図で
ある。これらの図に示す発光モジュール１００は、発光素子を含む発光体３と、外部に光
を放射する発光面となる第一主面１ｃと、発光体３が配置される凹部１７を備える第二主
面１ｄとを有する導光板１とを備えている。凹部１７は、凹部１７の開口部の大きさより
も小さい底面と、側面とを含む。発光体３は、接合部材を介して凹部１７の底面に固着さ
れている。接合部材は、凹部１７の側面、および発光体３の外側面と接している。
　さらに、発光モジュール１００は、発光体に、外周面を透光性部材の外周面と同一平面
とし、かつ発光素子を埋設する第一光反射性部材１５を設けて、導光板１の第二主面１ｄ
には、導光板１の第二主面１ｄの一部と発光体３の一部を覆う第二光反射性部材１６を備
えている。
【００１３】
　図２と図３に示す発光モジュール１００は、１枚の導光板１に複数の凹部１７を設けて
、各々の凹部１７に発光体３を配置している。ただし、発光モジュールは、図４の模式底
面図に示すように、導光板１’に一つの凹部１７を設けて、凹部１７に発光体３を配置し
たものを複数配列して発光モジュール１００’とすることもできる。
【００１４】
（発光体３）
　発光体３は、発光素子１１と、発光素子１１の主発光面１１ｃを覆う透光性部材１０と
、を備えている。発光素子１１の側面を覆う第一光反射性部材１５とを備えている。
　発光素子１１は、主発光面１１ｃと、主発光面１１ｃの反対側に電極形成面１１ｄと、
主発光面１１ｃと電極形成面１１ｄの間に側面を有している。さらに、電極形成面１１ｄ
には一対の電極１１ｂを有している。
　発光素子１１は、主として主発光面１１ｃから光を放射し、主発光面１１ｃを覆う透光
性部材１０に光を照射する。
【００１５】
　図３の発光体３は、発光素子１１の主発光面１１ｃを透光性部材１０が被覆している。
　さらに、発光体３は、発光素子１１の側面を第一光反射性部材１５で被覆している。図
に示す発光体３は、第一光反射性部材１５の外側面と透光性部材１０の外側面を略同一平
面としている。
【００１６】
（発光素子１１）
　発光素子１１は、正負一対の電極１１ｂを備える電極形成面１１ｄと、電極形成面１１
ｄと反対側に主発光面１１ｃを有する。なお、本実施形態の発光モジュールは、発光素子
１１をフリップチップ実装したものでもよいし、ワイヤを使用して実装したものでもよい
。
【００１７】
　発光素子１１は、例えば、サファイア等の透光性基板と、透光性基板の上に積層された
半導体積層構造とを有する。半導体積層構造は、発光層と、発光層を挟むｎ型半導体層お
よびｐ型半導体層とを含み、ｎ型半導体層およびｐ型半導体層に、電極１１ｂであるｎ側
電極およびｐ側電極がそれぞれ電気的に接続される。発光素子１１は、例えば透光性基板
を備える主発光面１１ｃが導光板１と対向して配置され、主発光面１１ｃと反対側の電極
形成面１１ｄに一対の電極１１ｂを有する。
【００１８】
　発光素子１１としては、縦、横および高さの寸法に特に制限は無いが、好ましくは平面
視において縦および横の寸法が１０００μｍ以下の半導体発光素子を用い、より好ましく
は縦および横の寸法が５００μｍ以下であり、さらに好ましくは、縦および横の寸法が２
００μｍ以下の発光素子を用いる。このような発光素子を用いると、液晶ディスプレイ装
置のローカルディミングを行った際に、高精細な映像を実現することができる。また、縦
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および横の寸法が５００μｍ以下の発光素子を用いると、発光素子を安価に調達すること
ができるため、発光モジュール１００を安価にすることができる。なお、縦および横の寸
法の両方が２５０μｍ以下である発光素子は、発光素子の上面の面積が小さくなるため、
相対的に発光素子の側面からの光の出射量が多くなる。つまり、このような発光素子は発
光がバットウィング形状になりやすくなるため、発光素子が導光板に接合され、発光素子
と導光板との距離がごく短い本実施形態の発光モジュールに好ましく用いられる。
【００１９】
　発光素子１１は、平面視においてどのような形状でもよく、例えば、正方形又は長方形
である。高精細な液晶ディスプレイ装置に使用される発光素子は、好ましくは、長方形の
発光素子を使用して、その上面形状が長手と短手を有することが好ましい。高精細な液晶
ディスプレイ装置の場合、使用する発光素子の数は数千個以上となり、発光素子の実装工
程は重要な工程となる。発光素子の実装工程において、複数の発光素子の一部の発光素子
に回転ずれ（例えば±９０度方向のずれ）が発生したとしても、平面視において長方形の
発光素子を用いることで目視での確認が容易となる。また、ｐ型電極とｎ型電極の距離を
離して形成することができるため、後述する配線の形成を容易に行うことができる。一方
、平面視において正方形の発光素子を用いる場合は、小さい発光素子を量産性良く製造す
ることができる。発光素子１１の密度（配列ピッチ）、すなわち発光素子１１間の距離は
、例えば、０．０５ｍｍ～２０ｍｍ程度とすることができ、１ｍｍ～１０ｍｍ程度が好ま
しい。
【００２０】
　発光素子１１には、公知の半導体発光素子を利用することができる。本実施形態におい
ては、発光素子１１としてフィリップチップ実装された発光ダイオードを例示する。発光
素子１１は、例えば青色光を出射する。発光素子１１には、青色以外の光を出射する素子
も使用できる。また、複数の発光素子１１として異なる色の光を発する発光素子を用いて
もよい。発光素子１１から出射される光は、波長変換部材１２で外部に放射される発光色
が調整される。
【００２１】
　発光素子１１として、任意の波長の光を出射する素子を選択することができる。例えば
、青色、緑色の光を出射する素子としては、窒化物系半導体（ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－

ｙＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）またはＧａＰを用いた発光素子を用いることができ
る。また、赤色の光を出射する素子としては、ＧａＡｌＡｓ、ＡｌＩｎＧａＰなどの半導
体を含む発光素子を用いることができる。さらに、これら以外の材料からなる半導体発光
素子を用いることもできる。半導体層の材料およびその混晶度を変更することによって発
光波長を変化させることができる。用いる発光素子の組成、発光色、大きさ、個数などは
、目的に応じて適宜選択すればよい。
【００２２】
（透光性部材１０）
　透光性部材１０は、発光素子１１の主発光面１１ｃを被覆しており、主発光面１１ｃか
ら出射される光を透過させる。この透光性部材１０は、発光素子１１から出射される光を
励起する物質が含まれていてもよいし、拡散または／および反射する物質が含まれていて
もよい。図３の透光性部材１０は、波長変換部材１２を備えると共に、波長変換部材１２
に光拡散部１３を積層して設けている。図の透光性部材１０は、波長変換部材１２を発光
素子１１側に、光拡散部１３を導光板１側に積層している。この透光性部材１０は、発光
素子１１から照射される光の波長を波長変換部材１２で調整し、波長変換部材１２を透過
する光を光拡散部１３で拡散して導光板１に照射する。これにより、導光板１から放射さ
れる光をより均一にできる。
【００２３】
　図３に示す発光体３は、波長変換部材１２と光拡散部１３を備える透光性部材１０を、
発光素子１１に接合している。このように、透光性部材１０は、波長変換部材１２と光拡
散部１３とを備えることが好ましい。また、透光性部材１０は、複数の波長変換部材１２
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や光拡散部１３を積層することもできる。なお、透光性部材１０は、波長変換部材のみで
構成することも、光拡散部のみで構成することも、あるいは、透光性部材や光拡散部を備
えることなく透光性を有する樹脂のみで構成することもできる。
【００２４】
（波長変換部材１２）
　波長変換部材１２は、発光素子１１が発する光を受けて、異なる波長の光に変換するた
めの部材である。波長変換部材１２は、波長変換物質を母材に分散させたものである。ま
た、波長変換部材１２は、複数層で構成していてもよい。例えば波長変換部材１２を、母
材に波長変換物質を添加した第一層と、母材に拡散材を添加した光拡散部を第二層とする
二層構造とすることができる。
【００２５】
　母材の材料は、例えばエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、これらを混合した樹脂、または
ガラスなどの透光性材料を用いることができる。波長変換部材の耐光性および成形容易性
の観点からは、母材としてシリコーン樹脂を選択すると有益である。また、波長変換部材
１２の母材としては、導光板１の材料よりも高い屈折率を有する材料が好ましい。
【００２６】
　波長変換部材１２が含有する波長変換物質の一例として、蛍光体がある。例えば、ＹＡ
Ｇ蛍光体、βサイアロン蛍光体またはＫＳＦ系蛍光体等のフッ化物系蛍光体などが挙げら
れる。波長変換部材１２は、単数の波長変換物質が含有されていてもよいし、複数の波長
変換物質が含有されていてもよい。複数の波長変換物質を含有する場合は、例えば、波長
変換部材が緑色系の発光をするβサイアロン蛍光体と赤色系の発光をするＫＳＦ系蛍光体
等のフッ化物系蛍光体とを含むことができる。これにより、発光モジュール１００の色再
現範囲を広げることができる。この場合、発光素子１１は、波長変換部材１２を効率良く
励起できる短波長の光を出射することが可能な窒化物系半導体（ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ

－ｙＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）を備えることが好ましい。また、例えば、青色系
の光を出射する発光素子１１を用いた際に、電池モジュールとして赤色系の光を得たい場
合は、波長変換部材１２にＫＳＦ系蛍光体（赤色蛍光体）を６０重量％以上、好ましくは
９０重量％以上含有させてもよい。つまり、特定の色の光を出射する波長変換部材を波長
変換部材１２に含有させることで、特定の色の光を出射するようにしてもよい。また、波
長変換物質は量子ドットであってもよい。波長変換部材１２内において、波長変換物質は
どのように配置されていてもよい。例えば、略均一に分布していてもよく、一部に偏在し
てもよい。また、波長変換部材をそれぞれ含有する複数の層が積層されて設けられていて
もよい。
【００２７】
（光拡散部１３）
　光拡散部１３は、発光素子１１から照射される光を拡散および／または反射させること
で、主発光面１１ｃに局部的に光が集中するのを阻止し、輝度ムラが生じるのを防止する
。この光拡散部１３は、母材に拡散材を添加している。光拡散部１３は、例えば上述した
樹脂材料を母材として、これにＳｉＯ2やＴｉＯ2等の白色の無機微粒子を含有させたもの
を用いることができる。また、拡散材には、光反射性部材である白色系の樹脂や金属を微
粒子状に加工したものを使用することもできる。これらの拡散材は、母材の内部に不規則
に含有されることで、光拡散部の内部を通過する光を不規則に、かつ繰り返し反射させて
、透過光を多方向に拡散することで、照射光が局部的に集中するのを抑制して、輝度ムラ
が生じるのを防止する。
　なお、光拡散部は、発光素子１１から出射される光に対して６０％以上の反射率を有し
、好ましくは９０％以上の反射率を有する。
【００２８】
　図３の発光体３は、平面視において、波長変換部材１２や光拡散部１３で構成される透
光性部材１０の外形を発光素子１１の外形よりも大きくしている。この発光体３は、発光
素子１１の主発光面１１ｃから出射されるより多くの光を波長変換部材１２や光拡散部１
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３に透過させて導光板１に入射して色ムラや輝度ムラを少なくできる。
【００２９】
（透光性接着部材１９）
　図３に示すように、発光素子１１の側面の一部および透光性部材１０の一部を透光性接
着部材１９が被覆している。なお、透光性接着部材１９の外側面は、発光素子１１の側面
から透光性部材１０に向かって広がる傾斜面であることが好ましく、発光素子１１側に凸
状の曲面であることがより好ましい。これにより、発光素子１１の側面から出る光をより
透光性部材１０に導くことができ、光取り出し効率を高めることができる。
　また、発光素子１１の主発光面１１ｃと透光性部材１０の間には、透光性接着部材１９
を有してもよい。これにより、例えば、透光性接着部材１９に拡散剤等を含有することで
発光素子１１の主発光面１１ｃから出る光が、透光性接着部材１９で拡散され、透光性部
材１０に入ることで輝度ムラを少なくできる。
　透光性接着部材１９は、後述する接合部材１４と同じ部材を使用することができる。
【００３０】
（第一光反射性部材１５）
　さらに、発光体３は、発光素子１１に透光性部材１０を設けた状態で、発光素子１１の
側面を第一光反射性部材１５で被覆している。詳細には、透光性接着部材１９で覆われて
いない発光素子１１の側面および透光性接着部材１９の外側面を第一光反射性部材１５で
被覆している。
　第一光反射性部材１５は、光反射性に優れた材質で、好ましくは、光を反射する添加物
である白色粉末等を透明樹脂に添加している白色樹脂である。発光体３は、発光素子１１
の主発光面１１ｃを除く他の面をこの第一光反射性部材１５で被覆することにより、主発
光面１１ｃ以外の方向への光の漏れを抑制している。すなわち、第一光反射性部材１５は
、発光素子１１の側面や電極形成面１１ｄから出射される光を反射して、発光素子１１の
発光を有効に導光板１の第一主面１ｃから外部に放射させて、発光モジュール１００の光
取り出し効率を高めることができる。
【００３１】
　第一光反射性部材１５は、発光素子１１から出射される光に対して６０％以上の反射率
を有し、好ましくは９０％以上の反射率を有する白色樹脂が適している。この第一光反射
性部材１５は、白色粉末等の白色の顔料を含有させた樹脂であることが好ましい。特に、
酸化チタン等の無機白色粉末を含有させたシリコーン樹脂が好ましい。
【００３２】
　第一光反射性部材１５は、発光素子１１の側面の少なくとも一部に接しており、発光素
子１１の周囲にあって発光素子１１を埋設して、発光素子１１の電極１１ｂを表面に露出
させている。第一光反射性部材１５は、透光性部材１０と接しており、第一光反射性部材
１５の外側面と透光性部材１０の外側面は同一平面である。第一光反射性部材１５は、発
光素子１１と透光性部材１０と一体構造に接合された発光体３を導光板１に配置される。
【００３３】
（導光板１）
　導光板１は、光源から入射される光を面状にして外部に放射する透光性の部材である。
導光板１は、図３に示すように、発光面となる第一主面１ｃと、第一主面１ｃと反対側に
第二主面１ｄとを備える。この導光板１は、第二主面１ｄに複数の凹部１７を設けている
。また、本実施形態では隣接する凹部１７の間に溝１ｅを設けている。
　また、凹部１７内には、発光体３の一部を配置している。詳細には、透光性部材１０が
、凹部１７の底面と対向するように発光体３の一部を導光板１の凹部１７に配置する。こ
れにより、発光モジュール全体は薄型化が可能になる。導光板１は、図２及び図３に示す
ように、複数の凹部１７を設けて各々の凹部１７に発光体３の一部を配置して発光モジュ
ール１００とすることができる。
　あるいは、図４に示すように、ひとつの凹部１７のある導光板１’にひとつの発光体３
の一部を配置し、複数の導光板１’を平面形状に配置して発光モジュール１００’とする
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ことができる。複数の凹部１７を設けている導光板１は、図３に示すように、凹部１７の
間に格子状の溝１ｅを設けている。ひとつの凹部１７を設けている導光板１’は、図４に
示すように、第二主面１ｄの外周部に、外周縁に向かって傾斜面１ｆを設けている。
【００３４】
　溝１ｅや傾斜面１ｆは、その表面に、第二光反射性部材１６が設けられる。溝１ｅに配
置される第二光反射性部材１６は、詳細には後述するが、好ましくは発光体３からの光を
反射する白色樹脂で、発光素子１１の発光が、溝１ｅで区画された隣の導光板１に入射す
るのを防止して、各々の発光素子１１の光が隣に漏れるのを防止する。ひとつの導光板１
’の第二主面１ｄの外周部に設けている傾斜面１ｆに接合される第二光反射性部材１６は
、導光板１の周囲に光が漏れるのを防止して、導光板１の第一主面１ｃからの発光強度が
低下するのを防止する。
【００３５】
　導光板１の大きさは、液晶ディスプレイ装置１０００の大きさにより適宜設定されるが
、例えば、複数の凹部１７のある導光板１にあっては、一辺が１ｃｍ～２００ｃｍ程度と
することができ、３ｃｍ～３０ｃｍ程度が好ましい。厚みは０．１ｍｍ～５ｍｍ程度とす
ることができ、０．１ｍｍ～３ｍｍが好ましい。導光板１の平面形状は、例えば、略矩形
や略円形等とすることができる。
【００３６】
　導光板１の材料としては、アクリル、ポリカーボネート、環状ポリオレフィン、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエステル等の熱可塑性樹脂、エポキシ、シリコーン等の熱硬
化性樹脂等の樹脂材料やガラスなどの光学的に透明な材料を用いることができる。特に、
熱可塑性の樹脂材料は、射出成型によって効率よく製造することができるため、好ましい
。中でも、透明性が高く、安価なポリカーボネートが好ましい。製造工程において、半田
リフローのような高温環境にさらされることなく製造される発光モジュールは、ポリカー
ボネートのような熱可塑性であり耐熱性の低い材料であっても用いることができる。
【００３７】
　また、導光板１は、単層で形成されていてもよく、複数の透光性の層が積層されて形成
されていてもよい。複数の透光性の層が積層されている場合には、任意の層間に屈折率の
異なる層、例えば空気の層等を設けることが好ましい。これにより、光をより拡散させや
すくなり、輝度ムラを低減した発光モジュールとすることができる。このような構成は、
例えば、任意の複数の透光性の層の間にスペーサを設けて離間させ、空気の層を設けるこ
とで実現することができる。また、導光板１の第一主面１ｃ上に透光性の層と、導光板１
の第一主面１ｃと該透光性の層の間に屈折率の異なる層、例えば空気の層等を設けてもよ
い。これにより、光をより拡散させやすくなり、輝度ムラを低減した液晶ディスプレイ装
置とすることができる。このような構成は、例えば、任意の導光板１と透光性の層の間に
スペーサを設けて離間させ、空気の層を設けることで実現することができる。
【００３８】
（凹部１７）
　導光板１は、第二主面１ｄ側に、凹部１７を設けている。発光体３の一部を、透光性部
材１０が凹部１７の底面と対向するように凹部１７内に配置する。
　凹部１７は、平面視において、凹部の底面の大きさが開口部の大きさよりも小さい。こ
れにより、導光板の凹部に接合部材を充填する工程において、凹部１７と接合部材１４と
の間に発生するボイドを排出し易くなる。これにより、ボイドがない発光モジュールを実
現することができる。凹部１７の底面は、平面視において、発光体３の大きさよりも大き
い。図３に示すように、凹部１７の側面は、発光体３の外側面より外側に位置する。
【００３９】
　図２～図４の導光板１、１’は、平面視において、凹部１７の底面及び開口部の内形を
角部が丸みを帯びた四角形として、ここに配置する発光体３の外形も四角形としている。
四角形の凹部１７に配置される四角形の発光体３は、発光体３の各側面が、対向する凹部
１７の側面が平行となるように配置してもよい。また、図４に示すように、発光体３の各
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外側面が、凹部１７の各側面に対し４５°回転するように配置することがより好ましい。
さらに、平面視において、凹部１７の底面の中心と発光体３の中心がほぼ一致するように
配置されることが好ましい。これにより、発光体３の側面から凹部１７の側面までの距離
を一定にすることができ、発光モジュールの色ムラを改善することができる。ただ、外形
を四角形とする発光体は、四角形の凹部に対して各々の辺が交差、いいかえると、四角形
の凹部に対して回転する姿勢で配置することもできる。
【００４０】
　図２～図４に示す凹部１７の側面は、凹部の外側に向かって凸の湾曲面を含む。湾曲面
は、凹部の底面側に設けられ、凹部の底面に連続している。また、凹部１７の側面は、凹
部の開口部側に、垂直な面を含む。
【００４１】
　ここで、凹部１７の底面の平面視における大きさは、発光体３の外形によっても変更さ
れるが、円形にあっては直径、楕円形にあっては長径、四角形にあっては対角線の長さを
、例えば、０．０５ｍｍ～１０ｍｍとすることができ、好ましくは０．１ｍｍ～２ｍｍが
好ましい。深さは０．０５ｍｍ～４ｍｍとすることができ、０．１ｍｍ～１ｍｍが好まし
い。凹部１７の底面の平面視形状は、例えば、略矩形、略円形とすることができ、凹部１
７の配列ピッチ等によって選択可能である。凹部１７の配列ピッチ（最も近接した２つの
凹部１７の中心間の距離）が略均等である場合には、略円形または略正方形が好ましい。
【００４２】
　凹部１７の底面から第二主面１ｄまでの凹部１７の高さは、断面視において、より好ま
しくは、図３に示すように、発光素子１１の主発光面１１ｃと第二主面１ｄが略同一平面
になる凹部１７の高さである。
【００４３】
（凹部１７の変形例）
　さらに、凹部１７の側面は、底面から開口部に向かって傾斜した平面を含んでいてもよ
い。図５に示す凹部１７は、図２～４に示す凹部１７と比較して、凹部の開口部側の側面
が底面から開口部に向かって傾斜した平面である点が異なる。このような凹部１７におい
ても、後述する導光板の凹部に接合部材を充填する工程において、凹部１７と接合部材１
４との間に発生するボイドを排出し易くなる。
【００４４】
　図６に示すように、凹部１７は、側面が凹部の外側に向かって凸の湾曲面のみで構成し
てもよい。また、図７に示すように、凹部１７は、側面が底面から開口部に向かって傾斜
した平面のみで構成してもよい。このような凹部１７においても、後述する導光板の凹部
に接合部材を充填する工程において、凹部１７と接合部材１４との間に発生するボイドを
排出し易くなる。
【００４５】
（接合部材１４）
　透光性の接合部材１４は、凹部１７の内側面および発光体３の外側面と接している。ま
た、接合部材１４は、凹部１７の外側に位置する第一光反射性部材１５の一部と接するよ
うに、言い換えると、透光性部材１０の外側面から第一光反射性部材１５の外側面に跨が
る領域を被覆するように配置されている。さらに、接合部材１４の外側面は、傾斜面１４
ａである。この傾斜面１４ａは、第一光反射性部材１５の外側面との間でなす傾斜角αが
鋭角となるようにしている。
　また接合部材１４は、透光性部材１０と凹部１７の底面の間に配置されてもよい。
【００４６】
　さらに、図３に示すように、接合部材１４は、導光板１の第二主面１ｄと接している。
これにより、傾斜面１４ａが形成される領域を広くして、多くの光を反射できるようにな
り、輝度ムラを低減できるようにしている。ここで、接合部材１４の傾斜面１４ａが第一
光反射性部材１５の外側面となす傾斜角αは、５°～５０°、好ましくは１０°～４５°
とすることができる。
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　また、図３に示すように、接合部材１４は、断面視において傾斜面１４ａを有している
。この形状は、接合部材１４を透過して傾斜面１４ａに入射する光を一様な状態で発光面
側に反射できる。
【００４７】
　接合部材１４として、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の透光性の熱硬化性の樹脂材料
等を用いることができる。また、接合部材１４は、光の透過率を６０％以上とし、好まし
くは９０％以上とする。さらに、接合部材１４は、拡散材等を含み、あるいは光を反射す
る添加物である白色粉末等を含んでもよいし、拡散材や白色粉末等を含まない透光性の樹
脂材料のみで構成されてもよい。
【００４８】
（傾斜面１４ａの変形例）
　さらに、透光性の接合部材１４は、傾斜面１４ａを、断面視において、曲面とすること
もできる。図８に示す接合部材１４は、傾斜面１４ａを凹部１７側に向かって凸状となる
曲面としている。この傾斜面１４ａは、傾斜面１４ａにおける反射光の進行方向を広範囲
にし、輝度ムラを低減できる。
【００４９】
　さらに、図９に示す接合部材１４は、傾斜面１４ａが、図８に示す状態よりも導光板１
の第二主面１ｄの外側まで被覆している。詳細には、断面視において、接合部材１４が第
二主面１ｄをより多く被覆していることが好ましい。ただし、１つの導光板１が複数の発
光体３を有している場合、接合部材１４は、隣接する発光体３を被覆する接合部材１４と
接しないことが好ましい。
　これにより、傾斜面１４ａの面積を広くしてより多くの光を反射できる。また、この図
に示す接合部材１４も、傾斜面１４ａを、断面視において、凹部１７側に向かって凸状の
曲面とすることで、反射光を広範囲に拡散して、輝度ムラを低減できる。
【００５０】
　なお、図９に示す発光モジュール２００では、発光体３Ａの透光性部材１０の外側面に
透光性樹脂部２０をさらに有している。この透光性樹脂部２０は、後述する発光ユニット
３に個片化する工程において、波長変換部材１２及び光拡散部１３の外側面を保護できる
。このような透光性樹脂部２０として、例えば、光の透過率を６０％以上とし、好ましく
は９０％以上とする透光性の樹脂が使用できる。この発光体３Ａは、透光性部材１０と透
光性樹脂部２０に接するように第一光反射性部材１５を設けている。
【００５１】
（光学機能部１ａ）
　導光板１は、第一主面１ｃ側に、発光体３からの光の反射や拡散機能を有する光学機能
部１ａを設けることができる。この導光板１は、発光体３からの光を側方に広げ、導光板
１の面内における発光強度を平均化させることができる。光学機能部１ａは、例えば、光
を導光板１の面内で広げる機能を有することができる。光学機能部１ａは、例えば、第一
主面１ｃ側に設けられた円錐や四角錐、六角錐等の多角錐形等の凹み、あるいは、円錐台
（図３参照）、多角錐台、円錐台の側面が内側に向かって凸の湾曲面で構成されているも
の（図９参照）等の凹みである。これにより、導光板１と、光学機能部１ａ内にある屈折
率の異なる材料（例えば空気）と凹みの傾斜面との界面で照射された光を発光体３の側方
方向に反射するものを用いることができる。また、例えば、傾斜面を有する凹みに光反射
性の材料（例えば金属等の反射膜や白色の樹脂）等を設けたものであってもよい。光学機
能部１ａの傾斜面は、断面視において平面でもよく、曲面でもよい。さらに、光学機能部
１ａである凹みの深さは、前述の凹部１７の深さを考慮して決定される。すなわち、光学
機能部１ａと凹部１７の深さは、これらが離間している範囲で適宜設定できる。
【００５２】
　光学機能部１ａは、後述するように、それぞれの発光体３に対応する位置、つまり、第
二主面１ｄ側に配置された発光体３と反対側の位置に設けられることが好ましい。特に、
発光体３の光軸と、光学機能部１ａの中心軸とが略一致することが好ましい。したがって
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、第一主面１ｃに形成される光学機能部１ａは、その中心が第二主面１ｄに形成される凹
部１７の底面の中心と一致するように設けられる。これにより、凹部１７の中心に発光体
３を配置することで、発光体３の光軸を光学機能部１ａの中心軸に容易に一致させること
が可能となる。光学機能部１ａの大きさは、適宜設定することができる。
【００５３】
　導光板１に複数の凹部１７と光学機能部１ａを設けて、凹部１７に発光体３を配置する
構造によって、発光体３と光学機能部１ａとの両方を高い位置精度で配置できる。このこ
とにより、発光素子１１からの光を光学機能部１ａで精度よく均一化させ、輝度ムラや色
ムラの少ない良質なバックライト用光源とすることができる。発光体３を配置する凹部１
７の反対側の面に光学機能部１ａを設ける導光板１は、発光体３を配置する凹部１７の位
置に光学機能部１ａを設けることで、発光素子１１と光学機能部１ａとの位置決めをより
容易にすることができ、位置ずれを抑制し配置できる。
【００５４】
　複数の凹部１７のある導光板１に複数の発光体３を配置する発光モジュール１００は、
導光板１の平面視において、発光体３を二次元に配列する。好ましくは、複数の発光体３
は、図２に示すように、直交する二方向、つまり、ｘ方向およびｙ方向に沿って二次元的
に配列される凹部１７に配設される。複数の発光体３を配置する凹部１７のｘ方向の配列
ピッチｐｘと、ｙ方向の配列ピッチｐｙは、図２の例に示すように、ｘ方向およびｙ方向
の間でピッチが同じであってもよいし、異なっていてもよい。また、配列の二方向は必ず
しも直交していなくてもよい。また、ｘ方向またはｙ方向の配列ピッチは等間隔に限られ
ず、不等間隔であってもよい。例えば、導光板１の中央から周辺に向かって間隔が広くな
るように発光体３を配置する凹部１７が配列されていてもよい。なお、凹部１７に配置さ
れる発光体３間のピッチとは、発光体３の光軸間の距離、すなわち中心間の距離である。
【００５５】
（第二光反射性部材１６）
　第二光反射性部材１６は、図３に示すように、導光板１の第二主面１ｄおよび発光体３
を被覆する。詳細には、第二光反射性部材１６は、導光板１の第二主面１ｄ、透光性の接
合部材１４の傾斜面１４ａおよび第一光反射性部材１５の外側面で、接合部材１４で被覆
していない領域を被覆する。
【００５６】
　第二光反射性部材１６は、発光素子１１から出射する光、導光板１内に入射した光を反
射し、外部に光を放射する発光面となる第一主面１ｃ側に光を導くことで、光取り出し効
率を向上することができる。また、導光板１に積層することで、導光板１を補強する。さ
らに、発光素子１１を保護する部材と導光板１の第二主面１ｄの表面を反射する層とを兼
ねることにより、発光モジュール１００の薄型化を図ることができる。
【００５７】
　第二光反射性部材１６は、前述の第一光反射性部材１５と同じ材料、すなわち、光を反
射する添加物である白色粉末等を透明樹脂に添加している白色樹脂が好適に使用できる。
第二光反射性部材１６は、発光素子１１の発光を有効に導光板１の第一主面１ｃから外部
に放射させる。
　また、第二光反射性部材１６は、第一光反射性部材１５と同じように発光素子１１から
出射される光に対して６０％以上の反射率を有し、好ましくは９０％以上の反射率を有す
る白色樹脂が適している。この白色樹脂は、白色粉末等の白色の顔料を含有させた樹脂で
あることが好ましい。特に、酸化チタン等の無機白色粉末を含有させたシリコーン樹脂が
好ましい。これにより、導光板１の一面を被覆するために比較的大量に用いられる材料と
して酸化チタンのような安価な原材料を多く用いることで、発光モジュール１００を安価
にすることができる。
【００５８】
　以上の発光モジュール１００は、導光板１に凹部１７を設けて、この凹部１７に、発光
体３を配置するので、全体を薄型化できる。また、導光板１に凹部１７を設けて、凹部１
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７に発光体３を配置するので、発光体３と導光板１との実装精度が向上する。とくに、発
光素子１１に波長変換部材１２を接合して、発光素子１１と透光性部材１０とが一体構造
となった発光体３を導光板１の凹部１７に配置する構造とすることで、波長変換部材１２
と発光素子１１の導光板１への実装精度が向上し、優れた発光特性を実現できる。また、
発光素子１１の光を波長変換部材１２に透過させて導光板１に導光し、外部に放射する発
光モジュール１００においては、発光素子１１と波長変換部材１２と導光板１とを精度よ
く配置できることから、導光板１から外部に放射される光の色ムラや輝度ムラ等の発光特
性を改善して、特に優れた発光特性を実現する。
【００５９】
　透光性の接合部材１４が、透光性部材１０の外側面、導光板１の内側面と接し、さらに
、凹部１７の外に位置する第一光反射性部材１５と接することで、透光性部材１０から出
射光で、第二光反射性部材１６側に出た光をより発光体３の側方に導くことができ輝度ム
ラが改善される。また、透光性部材１０から出射光をより導光板１に入射することができ
、光取り出し効率を向上することができる。
【００６０】
　直下型の液晶ディスプレイ装置では、液晶パネルと発光モジュールとの距離が近いため
、発光モジュールの色ムラや輝度ムラが液晶ディスプレイ装置の色ムラや輝度ムラに影響
を及ぼす可能性がある。そのため、直下型の液晶ディスプレイ装置の発光モジュールとし
て、色ムラや輝度ムラの少ない発光モジュールが望まれている。本実施形態の発光モジュ
ール１００の構成をとれば、発光モジュール１００の厚みを、５ｍｍ以下、３ｍｍ以下、
１ｍｍ以下等と、薄くしながら、輝度ムラや色ムラを少なくできる。
【００６１】
　以上の実施形態では、発光体３が透光性部材１０に波長変化部材１２と光拡散部１３と
を備えており、この発光体３の一部を導光板１の凹部１７に配置することで、発光素子１
１から照射される光を波長変化部材１２と光拡散部１３とに透過させて導光板１に照射す
る構造としている。ただ、発光モジュールは、必ずしも発光体の透光性部材が、波長変化
部材と光拡散部の両方を備える必要はない。発光モジュールは、例えば発光体の透光性部
材に波長変化部材のみを設けて、導光板の凹部の底面に光拡散部を設けることもできる。
【００６２】
（発光モジュール１００の製造工程）
　まず、発光体３を準備する。以下、図１０及び図１１は、本実施形態にかかる発光体３
の製造工程を示している。
　図１０（ａ）と（ｂ）に示す工程で、発光素子１１の主発光面１１ｃを覆う透光性部材
１０を形成する。図に示す透光性部材１０は、波長変換部材１２と光拡散部１３の積層体
としている。
　図１０（ａ）に示す工程で、ベースシート３０の表面に均一な厚さで波長変換部材１２
を配置した第１のシート３１と、ベースシート３０の表面に均一な厚さに光拡散部１３を
配置した第２のシート３２とを、波長変換部材１２と光拡散部１３とを接合する状態で積
層する。波長変換部材１２および光拡散部１３が熱硬化樹脂を母材とする場合は、半硬化
状態で２つを積層し硬化させることで接合することができる。また、波長変換部材１２と
光拡散部１３は透光性接合部材で接合してもよい。ベースシート３０には、たとえば粘着
層を介して剥離できるように波長変換部材１２と光拡散部１３を付着してもよい。
　さらに、図１０（ｂ）に示す工程で、第２のシート３２のベースシート３０をプレート
３３に剥離できるように配置し、第１のシート３１の波長変換部材１２に接合しているベ
ースシート３０を剥離する。
【００６３】
　図１０（ｃ）に示す工程で、透光性部材１０に発光素子１１が接合される。発光素子１
１は、主発光面１１ｃ側を透光性部材１０に接合する。透光性部材１０が、波長変換部材
１２および光拡散部１３で形成されている場合には、発光素子１１は、透光性部材１０の
波長変換部材１２に所定の間隔で接合される。
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　発光素子１１は、透光性接着部材１９を介して透光性部材１０に接合する。透光性接着
部材１９は、透光性部材１０上および／または発光素子１１の主発光面１１ｃ上に塗布さ
れて、発光素子１１と透光性部材１０を接合する。この時、図１０（ｃ）に示すように、
塗布された透光性接着部材１９が発光素子１１の側面に這い上がり、発光素子１１の側面
の一部を透光性接着部材１９が被覆する。また、透光性部材１０と発光素子１１の主発光
面１１ｃの間にも透光性接着部材１９を配置してもよい。
　発光素子１１の間隔は、図１１（ｆ）で示すように、発光素子１１の間を切断して、透
光性部材１０の外形が所定の大きさとなる寸法に設定される。発光素子１１の間隔が、透
光性部材１０の外形を特定するからである。
【００６４】
　図１１（ｄ）に示す工程で、発光素子１１を埋設するように、第一光反射性部材１５を
形成する。第一光反射性部材１５は、好ましくは白色樹脂である。第一光反射性部材１５
は、透光性部材１０上に配置され、発光素子１１を埋設する状態で硬化する。第一光反射
性部材１５は、発光素子１１を完全に埋設する厚さ、図１１（ｄ）にあっては発光素子１
１の電極１１ｂを埋設する厚さに配置される。第一光反射性部材１５は、圧縮成形、トラ
ンスファー成形または塗布等で成形することができる。
【００６５】
　図１１（ｅ）に示す工程で、硬化した第一光反射性部材１５の一部を除去して発光素子
１１の電極１１ｂを露出させる。さらに、第一光反射性部材１５から露出する電極１１ｂ
には、図示しないが、導電膜を用いて電極保護端子を形成してもよい。この場合、第一光
反射性部材１５の表面に、銅、ニッケル、金等の導電膜をスパッタなどで設けて電極１１
ｂに接続し、その後、導電膜の一部を除去して、電極１１ｂに導電膜を積層して発光体３
の電極保護端子とする。導電膜の除去は、ドライエッチング、ウエットエッチング、レー
ザアブレーション等を用いることができる。
【００６６】
　図１１（ｆ）に示す工程で、第一光反射性部材１５と、透光性部材１０を裁断して発光
体３に個片化する。個片化された発光体３は、透光性部材１０に発光素子１１が接合され
、発光素子１１の周囲には第一光反射性部材１５が設けられて、電極１１ｂを第一光反射
性部材１５の表面に露出させている。
　以上、発光体の準備について、上述の全ての工程を行ってもよいし、一部の工程を行っ
てもよい。あるいは、発光体を購入によって準備してもよい。
【００６７】
　以上の工程で製造された発光体３は、図１２～図１４に示す工程で、導光板１の凹部１
７の底面に固着される。
　まず、第二主面１ｄに凹部１７が設けられた導光板１を準備する。
　導光板１は、例えば、ポリカーボネートなどの熱可塑性樹脂からなり、図１２（ａ）に
示すように、第二主面１ｄに凹部１７が設けられている。
　導光板１は、例えば、射出成型やトランスファーモールド、圧縮成形等で成形すること
ができる。導光板１は、凹部１７のある形状に金型で形成して、凹部１７の位置ずれを低
減しながら、安価に多量生産できる。ただし、導光板は、板状に成形した後、ＮＣ加工機
等で切削加工して凹部を設けることもできる。また、第一主面１ｃに、例えば円錐状の光
学機能部１ａを設けることもできる。
【００６８】
　図１２（ｂ）に示す工程で、導光板１の凹部１７に対応する開口部を備えたマスクＭを
、導光板１の第二主面１ｄ上に配置する。
　マスクＭの開口部は、導光板１の凹部１７の開口部と同じ大きさ及び形状とすることが
できる。図１２（ｂ）に示す例では、マスクＭの開口部は、凹部１７の開口部よりも大き
い。これにより、マスクＭの開口部と凹部１７の位置合わせの精度が低い場合であっても
、凹部１７内に接合部材１４を容易に配置することができる。マスクＭの開口部の形状は
、凹部１７の開口部の形状の相似形であることが好ましい。
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【００６９】
　図１２（ｂ）に示すように、導光板１の第二主面１ｄの端部には、突起部１ｈが設けら
れており、マスクＭは、この突起部１ｈに対応する篏合部Ｍｂが設けられている。また、
マスクＭは、図１５に示すように導光板１の突起部１ｈの厚みよりも薄いものを用いても
よい。
【００７０】
　次に、未硬化状態の流動性のあるペースト状又は液状の接合部材１４をマスクＭの開口
部内及び導光板１の凹部１７内に配置する。その後、図１２（ｃ）に示すように、スキー
ジ等でマスクＭの開口部及び導光板１の凹部１７にすり込むことで、量産性良く接合部材
を凹部１７内に充填することができる。
【００７１】
　凹部１７に接合部材１４を配置する際、凹部１７と接合部材１４との間にボイドが残存
する場合がある。これにより、ボイドの界面で発光体３からの光が反射あるいは屈折し、
所望の光学特性を有する発光モジュールが得られ難い。図７（ａ）に示すように、凹部１
７は、断面視において、凹部の底面の大きさが開口部の大きさよりも小さい。これにより
、凹部１７の側面が底面１７ａに垂直な平面のみで構成される場合に比べて、凹部１７と
接合部材１４との間に発生するボイドを排出し易くなるため、ボイドに起因する輝度ムラ
を低減させることができる。
【００７２】
　図１２（ｄ）に示す工程で、マスクを除去する。
【００７３】
　図１３（ｅ）及び図１３（ｆ）に示す工程で、接合部材１４を塗布した凹部１７内に、
発光体３の一部を配置する。詳細には、図１３（ｆ）に示すように、発光体３の透光性部
材１０が、凹部１７の底面に対向するように配置する。また、第一光反射性部材の一部は
、凹部１７の外に位置する。
　発光体３は、平面視において、透光性部材１０の中心と凹部１７の中心が一致するよう
に配置し、接合部材１４を硬化させて導光板１に接合される。
【００７４】
　ここで、平面視において、凹部１７の開口部の内形は、発光体３の透光性部材１０の外
形よりも大きく、凹部１７内に発光体３の一部を配置した際、凹部１７の内周と発光体３
の透光性部材１０の外周との間に隙間１８が形成される。この隙間１８は、凹部１７に塗
布される未硬化状態の接合部材１４で充填される。
【００７５】
　また、凹部１７内に塗布する接合部材１４の塗布量を調整することで、凹部１７の内側
面と発光体３の外側面との間の隙間１８から凹部１７の外側まで接合部材１４が押し出さ
れる。凹部１７から押し出される接合部材１４は、第一光反射性部材１５の一部と接する
位置まで這い上がって第一光反射性部材１５の一部を被覆する。さらに、接合部材１４は
、第二主面１ｄと接する位置まで広がって、第二主面１ｄの一部を被覆するこの状態で、
接合部材１４の上面は、垂直断面視において、発光体３の上端部から外側に向かって傾斜
面１４ａが形成される。接合部材１４の傾斜面１４ａは、第一光反射性部材１５の外側面
との間でなす角を鋭角とし、好ましくは傾斜角αが５°～５０°となるように形成される
。
【００７６】
　凹部１７に塗布する接合部材１４の塗布量は、発光体３を凹部１７に接合する状態で、
発光体３の外側面を被覆する接合部材１４が導光板１の第二主面１ｄよりも高くなる量、
すなわち凹部１７から外側に溢れるような量とすることができる。ただし、接合部材１４
の塗布量は、接合部材１４の傾斜面１４ａと第一光反射性部材１５の外側面と接する位置
が、発光体３の外側面の電極側の縁よりも低くなるように調整される。
【００７７】
　また、未硬化状態の接合部材１４は、発光体３を導光板１に接合した後、隙間１８に塗



(15) JP 6717351 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

布して第一光反射性部材１５の一部を被覆する位置まで設けてもよい。換言すると、凹部
１７内に発光体３の一部を配置する際、接合部材１４が凹部１７内に収まる量を塗布する
。その後、発光体３の外側面、詳細には、第一光反射性部材１５の外側面を被覆するよう
に、接合部材１４をさらに塗布する。この時、接合部材１４の塗布量は、発光体３の外側
面すべてを被覆しない量とする。また、接合部材１４が導光板１の第二主面１ｄの一部を
被覆するように接合部材１４を塗布することがより好ましい。
【００７８】
　発光体３を導光板１に配置した後、図１３（ｇ）に示す工程で、第二光反射性部材１６
を導光板１の第二主面１ｄに形成する。第二光反射性部材１６は発光体３を内部に埋設す
る厚さに形成される。
【００７９】
　図１４（ｈ）に示す工程で、硬化した第二光反射性部材１６の一部を除去して、電極１
１ｂを表面に露出させる。
　なお、図１３（ｇ）に示す工程では、第二光反射性部材１６を、発光体３を内部に埋設
する厚さに形成したが、電極１１ｂの表面と同一平面、または電極１１ｂの表面よりも低
い位置となる厚さに形成して、上述した除去工程を省略してもよい。
【００８０】
　図１４（ｉ）に示す工程で、第二光反射性部材１６及び第一光反射性部材１５の表面に
導電膜２４を積層する。この工程では、発光素子１１の電極１１ｂと第一光反射性部材１
５と第二光反射性部材１６の上の略全面に、例えば、Ｃｕ／Ｎｉ／Ａｕの導電膜２４をス
パッタ等で形成する。
【００８１】
　図１４（ｊ）に示す工程で、電極１１ｂ間の導電膜２４の一部を除去する。
【００８２】
　以上の工程では、１枚の導光板１に１または複数の発光体３を配置している発光モジュ
ール１００を製造する。
【００８３】
（発光モジュール２００の製造方法）
　図９に示す発光モジュール２００の発光体３Ａは、以下のようにして製造される。
　図１６（ａ）に示す工程で、透光性部材１０を形成する。図に示す透光性部材１０は、
所定の大きさの波長変換部材１２と光拡散部１３を積層してなる積層体としている。
【００８４】
　図１６（ｂ）に示す工程で、透光性部材１０を埋設するように、透光性樹脂部２０を形
成する。このように、波長変換部材１２と光拡散部１３の外側面を透光性樹脂部２０で被
覆して保護する。その後、図１６（ｃ）に示す工程で、硬化した透光性樹脂部２０の一部
を除去して光拡散部１３を露出させる。
【００８５】
　図１６（ｄ）で示すように、透光性部材１０をプレート３３に配置したベースシート３
０の上に光拡散部１３が接するように配置する。その後、透光性部材１０に発光素子１１
を接合させる。透光性部材１０上および／または発光素子１１の主発光面１１ｃ上に透光
性接着部材１９を塗布し、主発光面１１ｃ側を透光性部材１０に接合する。発光素子１１
は、１つの透光性部材１０の波長変換部材１２上に、上面視において、発光素子１１の主
発光面１１ｃの中心と透光性部材１０の中心がほぼ一致するように接合される。
【００８６】
　図１７（ｅ）に示す工程で、発光素子１１を埋設するように、第一光反射性部材１５を
形成する。第一光反射性部材１５は、透光性部材１０上に塗布され、発光素子１１を埋設
する状態で硬化する。その後、図１７（ｆ）に示す工程で、硬化した第一光反射性部材１
５の一部を除去して発光素子１１の電極１１ｂを露出させる。
【００８７】
　図１７（ｇ）に示す工程で、第一光反射性部材１５と透光性樹脂部２０とを切断して発
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光体３Ａに個片化する。個片化された発光体３Ａは、波長変換部材１２と光拡散部１３の
積層体の外周面が透光性樹脂部２０で被覆された透光性部材１０が発光素子１１に接合さ
れ、さらに、発光素子１１の周囲には第一光反射性部材１５が設けられて、電極１１ｂを
第一光反射性部材１５の表面に露出させている。
【００８８】
　以上の工程で製造された発光体３Ａは、図１２～図１４に示す前述の工程と同様にして
、導光板１の凹部１７に接合された後、導光板１の第二主面１ｄと発光体３Ａを被覆する
第二光反射性部材１６が形成されて発光モジュール２００が製造される。
【００８９】
（他の製造方法）
　図１８は、透光性部材１０が波長変換部材１２のみを備える発光体３Ｂを使用し、この
発光体３Ｂを導光板１に設けた凹部１７に接合して製造される、図１９に示す発光モジュ
ール３００の製造工程を示している。この発光モジュール３００は、発光体３Ｂが配置さ
れる凹部１７の底面に光拡散部１３を配置して製造される。この発光体３Ｂは、波長変換
部材１２の表面に発光素子１１を接合した後、図１１に示す工程と同様にして、波長変換
部材１２と発光素子１１の表面に第一光反射性部材１５を配置し、透光性部材１０が波長
変換部材１２のみを備える発光体３Ｂを製造する。
【００９０】
　この発光モジュール３００は、以下の工程で製造される。
　図１８（ａ）に示す工程で、導光板１の凹部１７の底面に光拡散部１３を設ける。この
光拡散部１３は、所定のサイズに成形された板状もしくはシート状の光拡散部を、凹部１
７の底面に接合してもよいし、印刷、塗布等で凹部１７の底面に配置することで設けられ
てもよい。
【００９１】
　図１８（ｂ）に示すように、底面に光拡散部１３が設けられた凹部１７に、発光体３Ｂ
が接合される。発光体３Ｂは、未硬化状態で液状である透光性の接合部材１４を塗布した
凹部１７に、発光体３Ｂの一部を透光性部材１０が光拡散部１３に対向するように配置し
、接合部材１４を硬化させて導光板１に配置される。
【００９２】
　凹部１７に塗布される未硬化状態の接合部材１４は、発光体３Ｂの一部を凹部１７に配
置した際に、凹部１７の内周と発光体３Ｂの外周との間にできる隙間１８に充填される。
この時、凹部１７の外側まで押し出されて接合部材１４が形成される。凹部１７から押し
出される接合部材１４は、前述と同様にして、第一光反射性部材１５の一部と接する位置
まで這い上がって第一光反射性部材１５の一部を被覆する。さらに、接合部材１４の上面
は、垂直断面視において、発光体３の上端部から外側に向かって傾斜面１４ａが形成され
る。
【００９３】
　発光体３を導光板１に配置した後、図１８（ｄ）に示す工程で、第二光反射性部材１６
を導光板１の第二主面１ｄに形成する。第二光反射性部材１６には白色樹脂が使用され、
発光体３を内部に埋設する厚さに形成される。
【００９４】
　その後、図１４（ｈ）～（ｊ）と同様にして、第二光反射性部材１６の表面を研磨して
、電極１１ｂを表面に露出させた後、第二光反射性部材１６及び第一光反射性部材１５の
表面に導電膜２４を積層し、導電膜２４の一部を除去して、図１９に示す構造の発光モジ
ュール３００が製造される。
【００９５】
　本実施形態の発光モジュール１００は、複数の発光体３を、それぞれが独立で駆動する
ように配線されてもよい。また、導光板１を複数の範囲に分割し、１つの範囲内に実装さ
れた複数の発光体３を１つのグループとし、該１つのグループ内の複数の発光体３同士を
直列または並列に電気的に接続することで同じ回路に接続し、このような発光体グループ



(17) JP 6717351 B2 2020.7.1

10

20

30

40

50

を複数備えるようにしてもよい。このようなグループ分けを行うことで、ローカルディミ
ング可能な発光モジュールとすることができる。
【００９６】
　本実施形態の発光モジュール１００は、１つが１つの液晶ディスプレイ装置のバックラ
イトとして用いられてもよい。また、複数の発光モジュール１００が並べられて１つの液
晶ディスプレイ装置１０００のバックライトとして用いられてもよい。小さい発光モジュ
ール１００を複数作り、それぞれ検査等を行うことで、大きく実装される発光素子１１の
数が多い発光モジュール１００を作成する場合と比べて、歩留まりを向上させることがで
きる。
【００９７】
　発光モジュール１００は、図２０に示すように、配線基板２５を有していてもよい。配
線基板２５は、例えば、絶縁性の基材に設けられた複数のビアホール内に充填された導電
性部材２６と、基材の両面側において導電性部材２６と電気的に接続された配線層２７が
形成されている。そして、電極１１ｂが、配線基板２５と電気的に接続されている。
　なお、１つの発光モジュール１００が１つの配線基板に接合されてもよいし、複数の発
光モジュール１００が、１つの配線基板に接合されてもよい。これにより、外部との電気
的な接続端子（例えばコネクタ）を集約できる（つまり、発光モジュール１つごとに用意
する必要がない）ため、液晶ディスプレイ装置１０００の構造を簡易にすることができる
。
【００９８】
　また、この複数の発光モジュール１００が接合された１つの配線基板を複数並べて一つ
の液晶ディスプレイ装置１０００のバックライトとしてもよい。この時、例えば、複数の
配線基板をフレーム等に載置し、それぞれコネクタ等を用いて外部の電源と接続すること
ができる。
【００９９】
　なお、導光板１上には、拡散等の機能を有する透光性の部材をさらに積層してもよい。
その場合、光学機能部１ａが凹みである場合には、凹みの開口（つまり、導光板１の第一
主面１ｃに近い部分）を塞ぐが、凹みを埋めないように、透光性の部材を設けることが好
ましい。これにより、光学機能部１ａの凹み内に空気の層を設けることができ、発光素子
１１からの光を良好に広げることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本開示に係る発光モジュールは、テレビやタブレット、液晶ディスプレイ装置のバック
ライトとして、テレビやタブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ヘッドアップ
ディスプレイ、デジタルサイネージ、掲示板などに好適に利用できる。また、照明用の光
源としても利用でき、非常灯やライン照明、あるいは各種のイルミネーションや車載用の
インストールなどにも利用できる。
【符号の説明】
【０１０１】
１０００…液晶ディスプレイ装置
１００、１００’、２００、３００…発光モジュール
１１０ａ…レンズシート
１１０ｂ…レンズシート
１１０ｃ…拡散シート
１２０…液晶パネル
１、１’…導光板
１ａ…光学機能部
１ｃ…第一主面
１ｄ…第二主面
１ｅ…溝
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１ｆ…傾斜面
１ｈ…突起部
３、３Ａ、３Ｂ…発光体
５…発光ビット
１０…透光性部材
１１…発光素子
１１ｂ…電極
１１ｃ…主発光面
１１ｄ…電極形成面
１２…波長変換部材
１３…光拡散部
１４…接合部材
１４ａ…傾斜面
１５…第一光反射性部材
１６…第二光反射性部材
１７…凹部
１８…隙間
１９…透光性接着部材
２０…透光性樹脂部
２４…導電膜
２５…配線基板
２６…導電性部材
２７…配線層
３０…ベースシート
３１…第１のシート
３２…第２のシート
３３…プレート
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